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(57)【要約】
　自動車用合わせガラスは、外側ガラス板と、内側ガラ
ス板と、中間膜と、電気素子と、前記電気素子に給電す
る給電点と、配線とを備える。前記外側ガラス板は、第
１面及び前記第１面よりも車内側にある第２面を有する
。前記内側ガラス板は、第３面及び前記第３面よりも車
内側にある第４面を有する。前記中間膜は、前記外側ガ
ラス板と前記内側ガラス板との間に配置され、前記第２
面及び前記第３面を接合する。前記電気素子及び前記給
電点は、前記第２面の周縁部付近において、前記第２面
上に又は前記中間膜の内部に配置される。前記配線は、
前記給電点に接続され、前記給電点を出て、前記給電点
を出て、前記第３面に向かって前記中間膜内を通り抜け
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面及び前記第１面よりも車内側にある第２面を有する外側ガラス板と、
　第３面及び前記第３面よりも車内側にある第４面を有する内側ガラス板と、
　前記外側ガラス板と前記内側ガラス板との間に配置され、前記第２面及び前記第３面を
接合する中間膜と、
　前記第２面の周縁部付近において、前記第２面上に又は前記中間膜の内部に配置される
電気素子及び前記電気素子に給電する給電点と、
　前記給電点に接続され、前記給電点を出て、前記第３面に向かって前記中間膜内を通り
抜ける配線と
を備える、
自動車用合わせガラス。
【請求項２】
　前記配線は、フラットハーネスである、
請求項１に記載の自動車用合わせガラス。
【請求項３】
　前記第２面及び前記第４面の少なくとも一方の周縁部には、遮蔽層が形成されており、
前記中間膜は、前記遮蔽層に接しており、前記給電点は、少なくとも部分的に前記遮蔽層
上に配置される、
請求項１又は２に記載の自動車用合わせガラス。
【請求項４】
　前記配線は、前記中間膜内を通り抜けた後、前記第３面と前記中間膜との間を進み、前
記第３面と前記中間膜との間から引き出される、
請求項１から３のいずれかに記載の自動車用合わせガラス。
【請求項５】
　前記配線は、前記給電点に近接する前記中間膜のエッジ面から３ｍｍ以上の距離を空け
て、前記中間膜内を通り抜ける、
請求項１から４のいずれかに記載の自動車用合わせガラス。
【請求項６】
　前記電気素子は、解氷用加熱素子、防曇用加熱素子、アンテナ素子、調光体及び発光シ
ートの少なくとも１つを含む、
請求項１から５のいずれかに記載の自動車用合わせガラス。
【請求項７】
　前記給電点と前記配線とは、ハンダ及び導電性テープの少なくとも一方を用いて接続さ
れる、
請求項１から６のいずれかに記載の自動車用合わせガラス。
【請求項８】
　前記給電点は、Ａｇ、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｐｂ及びＢｉの少なくとも１つを含む材料から形成
される、
請求項１から７のいずれかに記載の自動車用合わせガラス。
【請求項９】
　前記配線は、前記第３面、前記第３面と前記第４面との間のエッジ面、及び前記第４面
上を連続的に延びる防水両面テープを用いて固定されている、
請求項１から８のいずれかに記載の自動車用合わせガラス。
【請求項１０】
　前記配線と前記防水両面テープとの厚みの和は、前記第２面及び前記第３面に接する部
分の前記中間膜の厚みより小さい、請求項９に記載の自動車用合わせガラス。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれかに記載の自動車用合わせガラスの製造方法であって、
　前記第２面上に配置される前記給電点に前記配線を接続する工程と、
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　前記中間膜に孔を形成する工程と、
　前記孔に前記配線を通す工程と、
　前記外側ガラス板に前記中間膜を重ね合わせる工程と、
　前記配線を前記第３面に防水テープで貼り付ける工程と、
　前記外側ガラス板と前記内側ガラス板とを前記中間膜で接合する工程と
を含む、製造方法。
【請求項１２】
　第１面及び前記第１面よりも車内側にある第２面を有する外側ガラス板と、
　第３面及び前記第３面よりも車内側にある第４面を有する内側ガラス板と、
　前記外側ガラス板と前記内側ガラス板との間に前記第２面側から前記第３面側に向けて
順に配置され、前記第２面及び前記第３面を接合する外側中間膜及び内側中間膜と、
　電気素子及び前記電気素子に給電する給電点を含み、前記外側中間膜と前記内側中間膜
との間に配置される電気素子シートと、
　前記給電点に接続される配線と
を備える自動車用合わせガラスの製造方法であって、
　前記外側ガラス板、前記外側中間膜及び前記電気素子シートをこの順に重ね合わせる工
程と、
　前記給電点に前記配線を接続する工程と、
　前記内側中間膜に孔を形成する工程と、
　前記孔に前記配線を通す工程と、
　前記外側中間膜に前記内側中間膜を重ね合わせる工程と、
　前記配線を前記第３面に防水テープで貼り付ける工程と、
　前記外側ガラス板と前記内側ガラス板とを前記外側中間膜及び内側中間膜で接合する工
程と
を含む、製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用合わせガラスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用合わせガラスとして、外側ガラス板及び内側ガラス板と、両ガラス板の間に挿
入される中間膜とを有するものが普及している。このような合わせガラスでは、しばしば
、外側ガラス板の内側面の主として周縁部上に、デアイサー用の加熱素子や防曇用加熱素
子、アンテナ素子等の電気素子が搭載される。この場合、電気素子に給電を行う給電点に
ハーネスの一端を接続し、他端を車内の電源に接続するべく車内側に引き出す必要がある
。その際、内側ガラス板や中間膜の存在が邪魔にならないよう、特許文献１では、内側ガ
ラス板の周縁部の一部が切り欠かれ、給電点に対向する位置に内側ガラス板及び中間膜が
存在しないように構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－３９８６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、内側ガラス板に切り欠きを設けると、外側ガラス板及び内側ガラス板に
対する中間膜の仮接着時に接着不良が発生する虞がある。そこで、内側ガラス板に切り欠
きを設けずに、外側ガラス板と中間膜との間からハーネスを引き出す構成とすると、外側
ガラス板と中間膜とのシール性が低下し得る。より具体的には、ハーネスが引き出される
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外側ガラス板と中間膜との隙間から水が浸入し、外側ガラス板の内側面上の電気素子及び
／又は給電点の機能を損なう虞がある。
【０００５】
　また、電気素子及び給電点が、外側ガラス板の内側面ではなく、中間膜の内部に配置さ
れることがある。典型的には、電気素子及び給電点を２枚の中間膜の間に挟んだ後、これ
らを接着する場合である。しかし、この場合も、ハーネスを給電点から中間膜の周縁に向
かって延ばし、中間膜の内部から引き出すと、中間膜の内部においてハーネス周りに隙間
が形成されることで、同様に電気素子及び／又は給電点への浸水の問題が生じ得る。
【０００６】
　本発明は、電気素子及び／又は給電点への浸水を抑制することができる自動車用合わせ
ガラスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１観点に係る自動車用合わせガラスは、外側ガラス板と、内側ガラス板と、
中間膜と、電気素子と、前記電気素子に給電する給電点と、配線とを備える。前記外側ガ
ラス板は、第１面及び前記第１面よりも車内側にある第２面を有する。前記内側ガラス板
は、第３面及び前記第３面よりも車内側にある第４面を有する。前記中間膜は、前記外側
ガラス板と前記内側ガラス板との間に配置され、前記第２面及び前記第３面を接合する。
前記電気素子及び前記給電点は、前記第２面の周縁部付近において、前記第２面上に又は
前記中間膜の内部に配置される。前記配線は、前記給電点に接続され、前記給電点を出て
、前記第３面に向かって前記中間膜内を通り抜ける。
【０００８】
　本発明の第２観点に係る自動車用合わせガラスは、第１観点に係る自動車用合わせガラ
スであって、前記配線は、フラットハーネスである。
【０００９】
　本発明の第３観点に係る自動車用合わせガラスは、第１観点又は第２観点に係る自動車
用合わせガラスであって、前記第２面及び前記第４面の少なくとも一方の周縁部には、遮
蔽層が形成されており、前記中間膜は、前記遮蔽層に接しており、前記給電点は、少なく
とも部分的に前記遮蔽層上に配置される。
【００１０】
　本発明の第４観点に係る自動車用合わせガラスは、第１観点から第３観点のいずれかに
係る自動車用合わせガラスであって、前記配線は、前記中間膜内を通り抜けた後、前記第
３面と前記中間膜との間を進み、前記第３面と前記中間膜との間から引き出される。
【００１１】
　本発明の第５観点に係る自動車用合わせガラスは、第１観点から第４観点のいずれかに
係る自動車用合わせガラスであって、前記配線は、前記給電点に近接する前記中間膜のエ
ッジ面から３ｍｍ以上の距離を空けて、前記中間膜内を通り抜ける。
【００１２】
　本発明の第６観点に係る自動車用合わせガラスは、第１観点から第５観点のいずれかに
係る自動車用合わせガラスであって、前記電気素子は、解氷用加熱素子、防曇用加熱素子
、アンテナ素子、調光体及び発光シートの少なくとも１つを含む。
【００１３】
　本発明の第７観点に係る自動車用合わせガラスは、第１観点から第６観点のいずれかに
係る自動車用合わせガラスであって、前記給電点と前記配線とは、ハンダ及び導電性テー
プの少なくとも一方を用いて接続される。
【００１４】
　本発明の第８観点に係る自動車用合わせガラスは、第１観点から第７観点のいずれかに
係る自動車用合わせガラスであって、前記給電点は、Ａｇ、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｐｂ及びＢｉの
少なくとも１つを含む材料から形成される。
【００１５】
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　本発明の第９観点に係る自動車用合わせガラスは、第１観点から第８観点のいずれかに
係る自動車用合わせガラスであって、前記配線は、前記第３面、前記第３面と前記第４面
との間のエッジ面、及び前記第４面上を連続的に延びる防水両面テープを用いて固定され
ている。
【００１６】
　本発明の第１０観点に係る自動車用合わせガラスは、第９観点に係る自動車用合わせガ
ラスであって、前記配線と前記防水両面テープとの厚みの和は、前記第２面及び前記第３
面に接する部分の前記中間膜の厚みより小さい。
【００１７】
　本発明の第１１観点に係る製造方法は、第１観点から第１０観点のいずれかに係る自動
車用合わせガラスの製造方法であって、以下の工程を含む。
・前記第２面上に配置される前記給電点に前記配線を接続する工程
・前記中間膜に孔を形成する工程
・前記孔に前記配線を通す工程
・前記外側ガラス板に前記中間膜を重ね合わせる工程
・前記配線を前記第３面に防水テープで貼り付ける工程
・前記外側ガラス板と前記内側ガラス板とを前記中間膜で接合する工程
【００１８】
　本発明の第１２観点に係る製造方法は、第１面及び前記第１面よりも車内側にある第２
面を有する外側ガラス板と、第３面及び前記第３面よりも車内側にある第４面を有する内
側ガラス板と、前記外側ガラス板と前記内側ガラス板との間に前記第２面側から前記第３
面側に向けて順に配置され、前記第２面及び前記第３面を接合する外側中間膜及び内側中
間膜と、電気素子及び前記電気素子に給電する給電点を含み、前記外側中間膜と前記内側
中間膜との間に配置される電気素子シートと、前記給電点に接続される配線とを備える自
動車用合わせガラスの製造方法であって、以下の工程を含む。
・前記外側ガラス板、前記外側中間膜及び前記電気素子シートをこの順に重ね合わせる工
程
・前記給電点に前記配線を接続する工程
・前記内側中間膜に孔を形成する工程
・前記孔に前記配線を通す工程
・前記外側中間膜に前記内側中間膜を重ね合わせる工程
・前記配線を前記第３面に防水テープで貼り付ける工程
・前記外側ガラス板と前記内側ガラス板とを前記外側中間膜及び内側中間膜で接合する工
程
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の以上の観点によれば、自動車用合わせガラスにおいて、電気素子及びこれに給
電する給電点は、外側ガラス板の内側面（第２面）上に又は中間膜の内部に配置される。
いずれの場合も、給電点に接続される配線は、給電点を出て、中間膜内を通り抜け、内側
ガラス板の外側面（第３面）まで延びる。従って、電気素子及び給電点が第２面上に存在
する場合、配線のせいで第２面と中間膜とのシール性が低下し、両者の隙間を介して電気
素子及び／又は給電点への浸水が生じることが抑制される。すなわち、合わせガラスにお
いて配線が引き出される箇所（合わせガラス内への浸水の起点となり得る箇所）から、電
気素子及び／又は給電点までの経路長を確保することができ、電気素子及び／又は給電点
にまで水が達する虞が低減される。あるいは、電気素子及び給電点が中間膜の内部に存在
する場合、中間膜の内部において給電点から中間膜の周縁に向かって形成される隙間を介
して、電気素子及び／又は給電点への浸水が生じることが抑制される。すなわち、この場
合も、浸水の起点から電気素子及び／又は給電点までの経路長を確保することができ、電
気素子及び／又は給電点にまで水が達する虞が低減される。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】第１実施形態に係る自動車用合わせガラスを車内側から見た正面図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】第１実施形態に係る自動車用合わせガラスの製造方法を説明する図。
【図５】第２実施形態に係る自動車用合わせガラスを車内側から見た正面図。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線断面図。
【図７】図５のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図。
【図８】第２実施形態に係る自動車用合わせガラスの製造方法を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の幾つかの実施形態に係る自動車用合わせガラス及び
その製造方法について説明する。
【００２２】
　＜１．第１実施形態＞
　＜１－１．自動車用合わせガラスの構成＞
　図１に、第１実施形態に係る自動車用合わせガラス１の正面図を示す。自動車用合わせ
ガラス（以下、単に合わせガラスということがある）１は、自動車の窓ガラス、特にフロ
ントに取り付けられるウインドシールドである。図１は、合わせガラス１を車内側から見
た図である。なお、以下の説明において、特に断らない限り、上下は、合わせガラス１を
車体に接続した状態、すなわち、図１の状態を基準に定義される。
【００２３】
　図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線断面図であり、図３は、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図で
ある。これらの図に示すとおり、合わせガラス１は、外側ガラス板１１と、内側ガラス板
１２と、これらの間に配置される樹脂製の中間膜１３とから構成される。中間膜１３は、
これに限定されないが、例えば、ポリビニルブチラール製とすることができる。なお、以
下の説明においては、特に断らない限り、外側とは車外側を意味し、内側とは車内側を意
味する。また、外側ガラス板１１の外側面及び内側面、並びに内側ガラス板１２の内側面
及び外側面を、それぞれ第１面Ｔ１、第２面Ｔ２、第３面Ｔ３及び第４面Ｔ４と呼ぶ。第
１面Ｔ１は、車外に面し、第４面Ｔ４は、車内に面する。第２面Ｔ２及び第３面Ｔ３は、
中間膜１３に面する。中間膜１３は、第２面Ｔ２及び第３面Ｔ３に接着されており、第２
面Ｔ２と第３面Ｔ３との間を実質的に隙間なく埋め、第２面Ｔ２と第３面Ｔ３とを接合す
る。
【００２４】
　外側ガラス板１１の第２面Ｔ２上には、その周縁部に沿って全周に亘り、暗色不透明の
遮蔽層１５が帯状に形成されている。遮蔽層１５は、中間膜１３に覆われ、中間膜１３に
接着されている。遮蔽層１５は、窓枠である車体のピラーに合わせガラス１を固定するた
めの接着剤が車外から見えないようにする目隠しの役割を担っている。遮蔽層１５は、典
型的には、ガラス粉末等からなり、ペースト状のカラーセラミックをスクリーン印刷し、
その後、乾燥、焼成して成形される。なお、遮蔽層１５が形成される面は、第２面Ｔ２の
みに限定されず、例えば、第２面Ｔ２に代えて又は加えて、第４面Ｔ４の周縁部に沿って
形成することもできる。
【００２５】
　図１～図３に示すように、合わせガラス１には、デアイサー２が搭載されている。デア
イサー２は、外側ガラス板１１の第２面Ｔ２上に配置される加熱素子２０に給電し、外側
ガラス板１１の第１面Ｔ１やワイパーに付着した氷や雪、霜等を溶かすべく合わせガラス
１を加熱する装置である。ワイパーは、第１面Ｔ１に付着した雨や雪、霜、泥等の、運転
者の視界を遮る付着物（汚れ）を拭き取るための機構である。
【００２６】
　デアイサー２は、電気素子である加熱素子２０の他、加熱素子２０に電気的に接続され
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、加熱素子２０に給電を行う給電点としての導電性基板２１を有する。本実施形態では、
加熱素子２０及び導電性基板２１は、外側ガラス板１１の第２面Ｔ２上において第２面Ｔ
２の周縁部付近、より具体的には下部付近に配置される。このとき、加熱素子２０及び導
電性基板２１は、運転者の視界を遮らないように、或いは美的観点から、遮蔽層１５上に
配置される。ただし、加熱素子２０の少なくとも一部及び／又は導電性基板２１の少なく
とも一部は、遮蔽層１５に重ならないように配置されてもよい。図１の例では、導電性基
板２１は、複数枚並べて設けられ、典型的には２～３枚設けられるが、１枚だけであって
もよい。外側ガラス板１１及び内側ガラス板１２は、図１及び図３に示すように、デアイ
サー２が設けられる下部においてエッジ面が概ね面一である。
【００２７】
　本実施形態の加熱素子２０は、導電性基板２１から延び、遮蔽層１５の下部全体に張り
巡らされた多数の導線として実現される。以下、導線にも、参照符号２０を付すことがあ
る。導線２０は、導電性基板２１とともに、複数の閉ループを形成する。以上により、デ
アイサー２は、主として合わせガラス１の下部全体を加熱することができ、車外において
第１面Ｔ１の下部付近に取り付けられたワイパーの待機位置を効率的に加熱し、ひいては
ワイパー自体も効率的に加熱することができる。
【００２８】
　図３に示すように、導電性基板２１には、フラットハーネス３の一端が接続される。フ
ラットハーネス３は、箔板状の金属体の周囲を絶縁体で覆った部材であり、全体として平
面状に構成される。本実施形態では、導電性基板２１とフラットハーネス３の金属体とは
、ハンダで接続される。これにより、容易に両者の確実な電気的接続を実現することがで
き、接続部分での接触抵抗を低減し、異常発熱やスパーク等の発生を防止することができ
る。なお、ハンダに代えて又は加えて、両者の接続には、導電性テープを使用することが
でき、導電を安定させる観点からは、導電性両面テープを使用することがより好ましい。
【００２９】
　導電性基板２１の材料は特に限定されないが、好ましい例を挙げると、Ａｇ、Ｃｕ、Ｓ
ｎ、Ｐｂ及びＢｉの少なくとも１つを含む材料から形成することができる。このような材
料は、ハンダとの密着性がよいため、フラットハーネスと導電性基板２１とをハンダで固
定する場合に特に優れる。
【００３０】
　図３に戻ると、導電性基板２１に一端が接続されたフラットハーネス３は、導電性基板
２１を出て、中間膜１３内を通り抜け、内側ガラス板１２の第３面Ｔ３まで延びる。その
後、フラットハーネス３は、第３面Ｔ３と中間膜１３との間を進み、第３面Ｔ３と中間膜
１３との間から引き出される。
【００３１】
　より具体的には、中間膜１３には、第２面Ｔ２に対して概ね垂直に貫通する孔１３Ａが
形成されており、この孔１３Ａは、フラットハーネス３と導電性基板２１との接続部分に
対向する位置に形成されている。フラットハーネス３は、導電性基板２１から立ち上がり
、当該孔１３Ａに挿入されており、中間膜１３を第２面Ｔ２側から第３面Ｔ３側へと通り
抜ける。本実施形態の孔１３Ａは、フラットハーネス３の形状に合わせてスリット状であ
る。なお、後述される中間膜１３を介しての外側ガラス板１１と内側ガラス板１２との接
合工程により、この孔１３Ａを規定する面とフラットハーネス３の外面との間の隙間は概
ね埋められ、両者は概ね接着されている。
【００３２】
　孔１３Ａから出たフラットハーネス３は、内側ガラス板１２の第３面Ｔ３に沿って真っ
直ぐ下方に進み、第３面Ｔ３の下端に達する。そして、当該下端で第４面Ｔ４側に折れ曲
がり、第３面Ｔ３と第４面Ｔ４との間のエッジ面上を第４面Ｔ４に向かって進み、第４面
Ｔ４の下端に達する。その後、さらに第４面Ｔ４に沿って適当な位置まで真っ直ぐ上方に
進む。孔１３Ａを出て以降の以上の経路においては、フラットハーネス３は、内側ガラス
板１２の表面（第３面Ｔ３、第３面Ｔ３の下端と第４面Ｔ４の下端との間のエッジ面、及
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び第４面Ｔ４を含む）に防水テープ４を用いて固定される。ここで用いられる防水テープ
４は、防水両面テープであり、フラットハーネス３と内側ガラス板１２の表面との間に配
置される。また、防水テープ４は、加熱素子２０及び導電性基板２１への浸水をより確実
に防止する観点からは、以上の経路に沿って断絶することなく、連続的に延びていること
が好ましい。
【００３３】
　第４面Ｔ４上で防水テープ４との接続が途切れると、フラットハーネス３は、第４面Ｔ
４から離れることができ、図示されない外部電源に向かって自由に引き回され、これに接
続される。フラットハーネス３は、外部電源から供給される電気を、導電性基板２１を介
して加熱素子２０に供給する。
【００３４】
　フラットハーネス３と防水テープ４との厚みの和をｄ１とし、中間膜１３の厚みをｄ２
とするとき、ｄ１＜ｄ２であることが好ましい。なお、中間膜１３は、フラットハーネス
３や防水テープ４、導電性基板２１、加熱素子２０等の要素が存在する場所では、これら
の要素の存在により変形し、薄くなる。ここでいう厚みｄ２は、このような変形のない部
分での中間膜１３の厚み、言い換えると、第２面Ｔ２と第３面Ｔ３との間の距離を意味す
る。ｄ１≧ｄ２であると、中間膜１３がフラットハーネス３と外側ガラス板１１との間、
及びフラットハーネス３と内側ガラス板１２との間に存在しない又はほとんど存在しない
状態となる。そのため、フラットハーネス３とガラス板１１及び１２との間の空気が押し
出されて発生する泡を中間膜１３が吸収できず、泡が残存し、合わせガラス１の密着性に
影響が出る可能性がある。また、ｄ１が大きくなると、合わせガラス１全体の厚みが部分
的に厚くなり得る。そうすると、合わせガラス１の周縁部にモールが取り付けられる場合
に、フラットハーネス３及び防水テープ４の積層箇所の周辺においてモールとの接着が損
なわれる可能性がある。また、中間膜１３の仮接着時の圧力でガラス板１２及び１３が割
れる可能性もある。また、中間膜１３の仮接着時、フラットハーネス３や防水テープ４、
導電性基板２１、加熱素子２０等の要素が存在する場所では、これらの要素の存在により
余分な中間膜１３が押し出される。よって、ｄ１≧ｄ２であると、仮接着時にフラットハ
ーネス３と外側ガラス板１１との間の中間膜１３が押し出されてしまう虞があり、フラッ
トハーネス３と外側ガラス板１１とを接着し難くなり得る。しかしながら、ｄ１＜ｄ２で
は、このような問題が抑制される。
【００３５】
　また、フラットハーネス３が中間膜１３内を通り抜ける位置と、導電性基板２１に最も
近接する中間膜１３のエッジ面（本実施形態では、中間膜１３の下端面であり、以下、基
準エッジ面という）との距離をｈ１とする。このとき、フラットハーネス３を中間膜１３
内でしっかりと固定する観点からは、ｈ１≧３ｍｍであることが好ましく、ｈ１≧５ｍｍ
であることがより好ましく、ｈ１≧８ｍｍであることがさらに好ましい。フラットハーネ
ス３が中間膜１３内を通り抜ける位置が基準エッジ面から近過ぎると、中間膜１３におい
てフラットハーネス３が挿入される孔１３Ａから基準エッジ面までの部位と、第２面Ｔ２
との接着面積が小さくなる。そうすると、外側ガラス板１１と中間膜１３との間のシール
性が低下し、両者の隙間から導電性基板２１及び加熱素子２０に向かって水が浸入する可
能性が高まり得る。また、フラットハーネス３を孔１３Ａに挿入する際に、中間膜１３に
おける孔１３Ａから基準エッジ面までの部位が、その他の部分から脱落するかもしれない
。よって、このような観点からも、ｈ１については、以上の数値範囲を満たすことが好ま
しい。なお、フラットハーネス３が中間膜１３内を通り抜ける位置とは、中間膜１３内で
のフラットハーネス３の経路上において、基準エッジ面から最も近いフラットハーネス３
の位置である。
【００３６】
　以上によれば、フラットハーネス３は、外部電源から第２面Ｔ２上の導電性基板２１に
給電するに当たり、導電性基板２１から第２面Ｔ２に沿って第２面Ｔ２と中間膜１３との
間を通り抜けるのではなく、まず、中間膜１３をその厚み方向に貫通する。そして、中間
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膜１３内から脱した後、第３面Ｔ３と中間膜１３との間を通り抜け、車内側の外部電源へ
と引き回される。つまり、フラットハーネス３の存在により、第２面Ｔ２と中間膜１３と
のシール性が阻害されることがなく、第２面Ｔ２と中間膜１３との接着を確実にすること
ができる。すなわち、合わせガラス１の内部への浸水の起点となり得る、フラットハーネ
ス３が引き出される箇所から、加熱素子２０及び／又は導電性基板２１までの経路長を確
保することができ、加熱素子２０及び／又は導電性基板２１にまで水が達する虞が低減さ
れる。よって、第２面Ｔ２と中間膜１３との隙間から浸入した水のせいで、第２面Ｔ２上
の加熱素子２０及び／又は導電性基板２１の機能が損なわれることがない。また、導電性
基板２１とフラットハーネス３の接合部分の腐食を防ぐことができる。
【００３７】
　また、仮にフラットハーネス３を第２面Ｔ２と中間膜１３との間から引き出す場合には
、浸水を防ぐため、フラットハーネス３を第２面Ｔ２に防水テープ等で固定し、さらに内
側ガラス板１２に固定する必要がある。しかし、本実施形態の配線方法のように、フラッ
トハーネス３を第３面Ｔ３と中間膜１３との間から引き出す場合には、フラットハーネス
３を内側ガラス板１２の端部の平滑な表面に固定するだけでよいため、作業性に優れる。
また、フラットハーネス３を第２面Ｔ２と中間膜１３との間から引き出す場合には、弾性
体である中間膜１３がフラットハーネス３によって車内側に引っ張られるため、中間膜１
３と第２面Ｔ２との接着性が損なわれる虞が生じる。この点、本実施形態の配線方法のよ
うに、フラットハーネス３を第３面Ｔ３と中間膜１３との間から引き出し、その後、内側
ガラス板１２に沿って固定する場合には、以上の接着性の問題は生じ難い。
【００３８】
　＜１－２．製造方法＞
　以下、図４を参照しつつ、以上の合わせガラス１の製造方法について説明する。まず、
第２面Ｔ２上にその周縁部に沿って遮蔽層１５が積層され、さらに遮蔽層１５の下部上に
加熱素子２０及び導電性基板２１が積層された外側ガラス板１１を用意する。さらに、外
側ガラス板１１と略同じ形状の主面を有する内側ガラス板１２と、シート状の中間膜１３
とを用意する。さらに、フラットハーネス３も用意する。
【００３９】
　次に、図４（Ａ）に示すように、外側ガラス板１１の導電性基板２１に、フラットハー
ネス３の一端をハンダ付けにより接続する。この接続には、上述したとおり、導電性テー
プを用いることもできる。
【００４０】
　また、図４（Ｂ）に示すように、シート状の中間膜１３の下部において、中間膜１３と
外側ガラス板１１とを重ね合わせたときに導電性基板２１に対向する位置に、孔１３Ａを
形成する。孔１３Ａは、中間膜１３の厚み方向に略平行に、中間膜１３を貫通するように
形成する。孔１３Ａの形状は、フラットハーネス３の長手方向に直交する断面の形状に略
一致するように、スリット状に形成される。
【００４１】
　その後、図４（Ｃ）に示すように、中間膜１３の孔１３Ａに、一端が導電性基板２１に
接続されたフラットハーネス３の他端を通す。続いて、外側ガラス板１１の第２面Ｔ２上
に中間膜１３のシートを重ね合わせる。このとき、フラットハーネス３が第２面Ｔ２と中
間膜１３との間でもたつくことがないように、フラットハーネス３を孔１３Ａからさらに
引っ張り出しつつ、両者を重ね合わせる。また、第２面Ｔ２と中間膜１３との間にできる
限り隙間が形成されないよう、両者をぴったりと重ね合わせる。
【００４２】
　次に、図４（Ｄ）に示すように、中間膜１３の孔１３Ａから露出したフラットハーネス
３を、防水テープ４を用いて内側ガラス板１２に貼り付ける。このとき、例えば、中間膜
１３の孔１３Ａから露出したフラットハーネス３を、中間膜１３の表面に沿って中間膜１
３の下端に向かって走らせる。そして、中間膜１３上においてフラットハーネス３の延び
る方向に沿って、フラットハーネス３の外側に両面テープである防水テープ４を貼り付け
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る。このとき、防水テープ４は、フラットハーネス３の延びる方向に沿って、中間膜１３
の下端よりもさらに所定の距離だけ延びるように、長さを調整しておく。この状態で、防
水テープ４の離型紙を剥がして接着面を露出させた後、内側ガラス板１２を中間膜１３に
重ね合わせる。その結果、防水テープ４により、第３面Ｔ３とフラットハーネス３とが接
着される。その後、フラットハーネス３を第３面Ｔ３の下端から第４面Ｔ４側へ向かって
エッジ面に沿わせながら走らせ、さらに第４面Ｔ４の下端から上方に向かって第４面Ｔ４
に沿わせながら走らせる。これにより、フラットハーネス３は、第３面Ｔ３、第３面Ｔ３
と第４面Ｔ４との間のエッジ面、及び第４面Ｔ４に防水テープ４により接着される。
【００４３】
　次に、この順に重ね合わせられた外側ガラス板１１と中間膜１３と内側ガラス板１２と
をオートクレーブで加圧しながら加熱する。これにより、外側ガラス板１１と内側ガラス
とが中間膜１３を介して接合され、合わせガラス１が製造される。なお、オートクレーブ
による加熱の前に、２枚のガラス板１１及び１２をローラ（真空バックなどの脱気システ
ム）等を用いて押圧することで、中間膜１３との間に含まれる空気を脱気しながら、両者
を仮接着することが好ましい。
【００４４】
　＜２．第２実施形態＞
　＜２－１．自動車用合わせガラスの構成＞
　次に、第２実施形態に係る自動車用合わせガラス１０１について説明する。合わせガラ
ス１０１は、加熱素子２０及び導電性基板２１が中間膜１３の内部に配置される点を除き
、第１実施形態に係る合わせガラス１と同様の構成を有する。以下では、第１実施形態と
共通する要素には同じ参照符号を付して説明を省略し、第１実施形態との差について説明
する。
【００４５】
　図５は、合わせガラス１０１を車内側から見た正面図であり、図６は、図５のＶＩ－Ｖ
Ｉ線断面図であり、図７は、図５のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である。
【００４６】
　図６及び図７に示すとおり、合わせガラス１０１は、外側中間膜１３１及び内側中間膜
１３２を含む多層構造の中間膜１３を有する。外側中間膜１３１及び内側中間膜１３２は
、外側ガラス板１１と内側ガラス板１２との間に第２面Ｔ２側から第３面Ｔ３側に向けて
順に配置される。外側中間膜１３１は、第２面Ｔ２に接着され、内側中間膜１３２は、第
３面Ｔ３に接着される。また、これらの中間膜１３１及び１３２は、互いに接着されてお
り、第２面Ｔ２と第３面Ｔ３との間を実質的に隙間なく埋め、第２面Ｔ２及び第３面Ｔ３
を接合する。
【００４７】
　外側中間膜１３１と内側中間膜１３２との間の接着面には、電気素子シート５が配置さ
れる。電気素子シート５は、ＰＥＴ等の絶縁性の材料からなるシート材５０と、シート材
５０上に配置される加熱素子２０及び導電性基板２１とを含む。加熱素子２０は、第１実
施形態と同様に多数の導線から構成され、導電性基板２１に接続される。さらに同様に、
導電性基板２１には、フラットハーネス３の一端が接続される。なお、電気素子シート５
は、省略することもできる。すなわち、ワイヤーヒーテッドウインドシールドのように、
加熱素子２０及び導電性基板２１を直接、外側中間膜１３１と内側中間膜１３２との間に
封入することもできる。
【００４８】
　加熱素子２０及び導電性基板２１は、シート材５０の片側の面５０Ａ上に配置される。
電気素子シート５は、面５０Ａを内側ガラス板１２の第３面Ｔ３に向けながら、シート材
５０が第１面Ｔ１～第４面Ｔ４に略平行になるように、外側中間膜１３１と内側中間膜１
３２との間に挿入される。電気素子シート５は、合わせガラス１０１の正面視において遮
蔽層１５と重なる位置に配置される。
【００４９】
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　図７に示すように、外側中間膜１３１上の導電性基板２１に一端が接続されたフラット
ハーネス３は、導電性基板２１を出て、内側中間膜１３２内を通り抜け、内側ガラス板１
２の第３面Ｔ３まで延びる。その後、フラットハーネス３は、第３面Ｔ３と内側中間膜１
３２との間を進み、第３面Ｔ３と内側中間膜１３２との間から引き出される。
【００５０】
　より具体的には、内側中間膜１３２には、第２面Ｔ２に対して概ね垂直に貫通する孔１
３２Ａが形成されており、この孔１３２Ａは、フラットハーネス３と導電性基板２１との
接続部分に対向する位置に形成されている。フラットハーネス３は、導電性基板２１から
立ち上がり、当該孔１３２Ａに挿入されており、内側中間膜１３２を第２面Ｔ２側から第
３面Ｔ３側へと通り抜ける。本実施形態の孔１３２Ａも、フラットハーネス３の形状に合
わせてスリット状である。なお、後述される中間膜１３を介しての外側ガラス板１１と内
側ガラス板１２との接合工程により、この孔１３２Ａを規定する面とフラットハーネス３
の外面との間の隙間は概ね埋められ、両者は概ね接着されている。
【００５１】
　孔１３２Ａから出たフラットハーネス３は、第１実施形態と同様の態様で、防水テープ
４を用いて内側ガラス板１２に固定される。フラットハーネス３は、防水テープ４との接
続が途切れたところで第４面Ｔ４から離れ、図示されない外部電源に向かって自由に引き
回され、これに接続される。
【００５２】
　第１実施形態と同様に、フラットハーネス３と防水テープ４との厚みの和ｄ１と、中間
膜１３の厚み（外側中間膜１３１の厚みと内側中間膜１３２の厚みの合計）ｄ２との関係
は、ｄ１＜ｄ２であることが好ましい。また、フラットハーネス３が中間膜１３（本実施
形態では、内側中間膜１３２である）内を通り抜ける位置と、基準エッジ面との距離ｈ１
は、第１実施形態と同様の理由から、第１実施形態で示した数値範囲を満たすことが好ま
しい。
【００５３】
　以上によれば、フラットハーネス３は、外側中間膜１３１と内側中間膜１３２との間に
挟まれる導電性基板２１から、外側中間膜１３１と内側中間膜１３２との間を通り抜ける
ようにして引き出されるのではなく、まず、内側中間膜１３２をその厚み方向に貫通する
。そして、内側中間膜１３２内から脱した後、第３面Ｔ３と中間膜１３との間を通り抜け
、車内側の外部電源へと引き回される。仮にフラットハーネス３を外側中間膜１３１と内
側中間膜１３２との間から引き出す場合には、これらの中間膜１３１及び１３２の表面の
粗さや剛性等の性質により、フラットハーネス３との接着が不十分となる。しかしながら
、フラットハーネス３を第３面Ｔ３から引き出す本実施形態の態様では、フラットハーネ
ス３の存在により、外側中間膜１３１と内側中間膜１３２とのシール性が阻害されること
がなく、両者の接着を確実にすることができる。すなわち、合わせガラス１０１の内部へ
の浸水の起点から、加熱素子２０及び／又は導電性基板２１までの経路長を確保すること
ができ、加熱素子２０及び／又は導電性基板２１にまで水が達する虞が低減される。よっ
て、外側中間膜１３１と内側中間膜１３２との隙間から浸入した水のせいで、両者の間に
配置される加熱素子２０及び／又は導電性基板２１の機能が損なわれることがない。また
、導電性基板２１とフラットハーネス３の接合部分の腐食を防ぐことができる。
【００５４】
　また、フラットハーネス３を外側中間膜１３１と内側中間膜１３２との間から引き出す
態様では、弾性体である中間膜１３がフラットハーネス３によって車内側に引っ張られる
ため、中間膜１３と第２面Ｔ２との接着性が損なわれる虞が生じる。この点、本実施形態
の配線方法のように、フラットハーネス３を第３面Ｔ３と中間膜１３との間から引き出し
、その後、内側ガラス板１２に沿って固定する場合には、以上の接着性の問題は生じ難い
。さらに、フラットハーネス３を内側ガラス板１２の端部の平滑な表面に固定するだけで
よいため、作業性に優れる。
【００５５】
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　＜２－２．製造方法＞
　以下、図８を参照しつつ、以上の合わせガラス１０１の製造方法について説明する。ま
ず、第２面Ｔ２上にその周縁部に沿って遮蔽層１５が積層された外側ガラス板１１と、外
側ガラス板１１と略同じ形状の主面を有する内側ガラス板１２とを用意する。さらに、シ
ート状の外側中間膜１３１及び内側中間膜１３２と、シート材５０上に加熱素子２０及び
導電性基板２１が積層された電気素子シート５を用意する。さらに、フラットハーネス３
も用意する。
【００５６】
　次に、図８（Ａ）に示すように、外側ガラス板１１、外側中間膜１３１及び電気素子シ
ート５をこの順に重ね合わせる。より具体的には、外側ガラス板１１の第２面Ｔ２上に外
側中間膜１３１を重ね合わせ、外部に露出した外側中間膜１３１上に電気素子シート５を
重ね合わせる。電気素子シート５は、正面視において外側ガラス板１１の遮蔽層１５の下
部に覆われるように、外側中間膜１３１の下部に沿って配置する。
【００５７】
　続いて、図８（Ｂ）に示すように、電気素子シート５に含まれる導電性基板２１に、フ
ラットハーネス３の一端をハンダ付けにより接続する。この接続には、導電性テープを用
いることもできる。なお、導電性基板２１にフラットハーネス３を接続した後、電気素子
シート５を外側中間膜１３１上に重ね合わせることもできる。
【００５８】
　また、図８（Ｃ）に示すように、シート状の内側中間膜１３２の下部において、外側中
間膜１３１と内側中間膜１３２とを重ね合わせたときに導電性基板２１に対向する位置に
、孔１３２Ａを形成する。孔１３２Ａは、内側中間膜１３２の厚み方向に略平行に、内側
中間膜１３２を貫通するように形成する。孔１３２Ａの形状は、フラットハーネス３の長
手方向に直交する断面の形状に略一致するように、スリット状に形成される。
【００５９】
　その後、図８（Ｄ）に示すように、内側中間膜１３２の孔１３２Ａに、一端が導電性基
板２１に接続されたフラットハーネス３の他端を通す。続いて、外側中間膜１３１上に内
側中間膜１３２のシートを重ね合わせる。このとき、フラットハーネス３が外側中間膜１
３１と内側中間膜１３２との間でもたつくことがないように、フラットハーネス３を孔１
３２Ａからさらに引っ張り出しつつ、両者を重ね合わせる。また、外側中間膜１３１と内
側中間膜１３２との間にできる限り隙間が形成されないよう、両者をぴったりと重ね合わ
せる。
【００６０】
　次に、図８（Ｅ）に示すように、内側中間膜１３２の孔１３２Ａから露出したフラット
ハーネス３を、防水テープ４を用いて内側ガラス板１２に貼り付ける。このとき、例えば
、内側中間膜１３２の孔１３２Ａから露出したフラットハーネス３を、内側中間膜１３２
の表面に沿って内側中間膜１３２の下端に向かって走らせる。そして、内側中間膜１３２
上においてフラットハーネス３の延びる方向に沿って、フラットハーネス３の外側に両面
テープである防水テープ４を貼り付ける。このとき、防水テープ４は、フラットハーネス
３の延びる方向に沿って、内側中間膜１３２の下端よりもさらに所定の距離だけ延びるよ
うに、長さを調整しておく。この状態で、防水テープ４の離型紙を剥がして接着面を露出
させた後、内側ガラス板１２を内側中間膜１３２に重ね合わせる。その結果、防水テープ
４により、第３面Ｔ３とフラットハーネス３とが接着される。その後、フラットハーネス
３を第３面Ｔ３の下端から第４面Ｔ４側へ向かってエッジ面に沿わせながら走らせ、さら
に第４面Ｔ４の下端から上方に向かって第４面Ｔ４に沿わせながら走らせる。これにより
、フラットハーネス３は、第３面Ｔ３、第３面Ｔ３と第４面Ｔ４との間のエッジ面、及び
第４面Ｔ４に防水テープ４により接着される。
【００６１】
　次に、この順に重ね合わせられた外側ガラス板１１と外側中間膜１３１と内側中間膜１
３２と内側ガラス板１２とをオートクレーブで加圧しながら加熱する。これにより、外側
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中間膜１３１と内側中間膜１３２とが接着されるとともに、外側ガラス板１１と内側ガラ
スとが中間膜１３１及び１３２を介して接合され、合わせガラス１が製造される。なお、
第１実施形態と同様に、オートクレーブによる加熱の前に、両者を仮接着してもよい。
【００６２】
　＜３．変形例＞
　以上、本発明の幾つかの実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定さ
れるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、種々の変更が可能である。例え
ば、以下の変更が可能である。また、以下の変形例の要旨は、適宜組み合わせることがで
きる。
【００６３】
　＜３－１＞
　上記実施形態の合わせガラスは、自動車のフロントガラスに適用されたが、自動車のリ
アガラス、サイドガラス等にも適用することができる。
【００６４】
　＜３－２＞
　上記実施形態では、給電点としての導電性基板２１により給電される電気素子は、デア
イサー２の加熱素子（導線２０）であったが、他の電気素子であってもよい。例えば、合
わせガラス１に搭載されるデアイサー以外の解氷用加熱素子、デフォッガーに含まれる防
曇用加熱素子、アンテナ装置に含まれるアンテナ素子、調光体又は発光シートとすること
ができる。また、加熱素子は、導線に代えて又は加えて、ＩＴＯやＦＴＯ等から構成され
る面状の加熱素子として構成することもできる。フラットハーネス３から導電性基板２１
を介して給電される電気素子は、例示したこれらの電気素子及び合わせガラス１に搭載さ
れるその他の様々な電気素子の中から任意に選択される、１又は複数の電気素子とするこ
とができる。
【００６５】
　＜３－３＞
　上記実施形態では、給電点としての導電性基板２１から引き出される配線は、フラット
ハーネス３とされたが、この例に限定されず、例えば、丸型のハーネスであってもよいし
、結束されている又は結束されていない１又は複数本の電線であってもよい。
【符号の説明】
【００６６】
１、１０１　自動車用合わせガラス
１１　外側ガラス板
１２　内側ガラス板
１３　中間膜
１３Ａ、１３２Ａ　孔
１３１　外側中間膜
１３２　内側中間膜
１５　遮蔽層
２　デアイサー
２０　加熱素子（導線、電気素子）
２１　導電性基板（給電点）
３　フラットハーネス（配線）
４　防水テープ
５　電気素子シート
５０　シート材
Ｔ１　第１面
Ｔ２　第２面
Ｔ３　第３面
Ｔ４　第４面
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